
 

極東の範囲 

（昭和 35年 2月 26日政府統一見解」） 

「新条約の条約区域は、『日本国の施政の下にある領域』と明確に定められている。

他方同条約は、『極東における国際の平和及び安全』ということもいっている。 

 

 一般的な用語としてつかわれる『極東』は、別に地理学上正確に画定されたもので

はない。しかし、日米両国が、条約にいうとおり共通の関心をもっているのは、極東

における国際の平和及び安全の維持ということである。この意味で実際問題として両

国共通の関心の的となる極東の区域は、この条約に関する限り、在日米軍が日本の施

設及び区域を使用して武力攻撃に対する防衛に寄与しうる区域である。かかる区域は、

大体において、フィリピン以北並びに日本及びその周辺の地域であって、韓国及び中

華民国の支配下にある地域もこれに含まれている。（「中華民国の支配下にある地域」

は「台湾地域」と読替えている。） 

 

 新（安保）条約の基本的な考え方は、右のとおりであるが、この区域に対して武力

攻撃が行われ、あるいは、この区域の安全が周辺地域に起こった事情のため脅威され

るような場合、米国がこれに対処するため執ることのある行動の範囲は、その攻撃又

は脅威の性質いかんにかかるのであって、必ずしも前記の区域に局限されるわけでは

ない。 

 

 しかしながら米国の行動には、基本的な制約がある。すなわち米国の行動は常に国

際連合憲章の認める個別的又は集団的自衛権の行使として、侵略に抵抗するためにの

み執られることになっているからである。またかかる米国の行動が戦闘行為を伴うと

きはそのための日本の施設の使用には、当然に日本政府との事前協議が必要となって

いる。そして、この点については、アイゼンハウァー大統領が岸総理大臣に対し、米

国は事前協議に際し表明された日本国政府の意思に反して行動する意図のないこと

を保証しているのである。」 

 

 

出典：外務省ホームページ 

    http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/qa/03_2.html 

 


